
- 1 -

バイオマス地域利活用交付金実施要綱

制定 平成23年４月１日付け22環第311号

農林水産事務次官依命通知

第１ 趣旨

バイオマスの利活用については、「バイオマス・ニッポン総合戦略」（平成18年３

月31日閣議決定。以下「総合戦略」という。）等に基づき、地球温暖化の防止、循環

型社会の形成、農山漁村の活性化、戦略的産業の育成の観点から、その有効利用に

ついて、各般の対策が講じられているところであり、農山漁村の６次産業化に資す

る取組として期待されている。一方、バイオマスの利活用は、地域が自主的に取り

組むための目標を掲げて、地域の実状に即したシステムを構築することが重要であ

り、地域の特性や利用方法に応じ、多様な展開が期待されるところである。

このような背景を踏まえ、地域で発生・排出されるバイオマス資源を、その地域

でエネルギー、工業原料、材料、製品へ変換し、可能な限り循環利用する総合的利

活用システムを構築するため、バイオマスタウン構想の策定、バイオマスの変換・

利用施設等の一体的な整備等、バイオマスタウンの実現に向けた地域の創意工夫を

凝らした主体的な取組を支援する。

また、総合戦略において示された国産のバイオマス由来輸送用燃料（以下「バイ

オ燃料」という。）の利用促進を図るため、具体的な道筋を示す必要があるが、我が

国においては小規模な実証試験の段階にとどまっており、実用化に向けたモデルを

示すことが第一の課題となっている。

このため、農村の地域資源等を活用して、国民生活の向上と農山漁村の振興を図

るとともに、我が国における国産バイオ燃料の実用化の可能性を示すことを目的と

し、輸送用の石油燃料に代替又は混合可能な燃料として導入が見込まれるバイオデ

ィーゼル燃料（主に食廃油、菜種油等の植物油等をメチルエステル化等の化学処理

をして製造される燃料をいう。）を対象に、原料の調達から燃料の供給まで、地域の

関係者が一体となった取組を支援するとともに、バイオディーゼル燃料を対象とし

た取組のうち、耕作放棄地を有効活用した菜種等油糧作物の栽培試験についても支

援する。

第２ 事業の内容等

１ バイオマス地域利活用交付金

（１）バイオマス地域利活用交付金（以下「本交付金」という。）は、第１の趣旨を

踏まえ、バイオマスの利活用の推進を図るための必要な経費に充当するものとす

る。
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（２）バイオマスの利活用の推進を図るための具体的な目標、事業メニュー及びその

内容、事業実施主体等、採択要件及び交付率は別表１に掲げるとおりとする。

また、目標の達成に必要な場合には、事業メニューとして、地域として独自の

取組（以下「地域提案型事業」という。）も実施できるものとする。

（３）本交付金については、単年度に完了することを原則とする。ただし、事業計画

の内容等から、実施期間を複数年度とすることが適当な場合については、この限

りではない。

（４）本交付金の内容等の詳細は別紙１のとおりとする。

２ バイオディーゼル燃料事業及び耕作放棄地活用型バイオディーゼル燃料事業

（１）バイオディーゼル燃料事業及び耕作放棄地活用型バイオディーゼル燃料事業

（以下「本事業」という。）の種類及び内容、事業実施主体、採択要件並びに交付率

は、別表２に掲げるとおりとする。

（２）本事業は、第１の趣旨を踏まえ、別に定めるところにより、事業終了時に達成

すべき具体的な目標を設定するものとする。

（３）本事業の内容等の詳細は別紙２のとおりとする。

附 則

１ この要綱は、平成23年４月１日から施行する。

２ 地域バイオマス利活用交付金実施要綱（平成19年３月30日付け18環第275号農林水

産事務次官依命通知）は廃止する。

３ バイオマスの環づくり交付金実施要綱（平成17年４月１日付け16環第299号農林水

産事務次官依命通知）に基づき実施された事業、地域バイオマス利活用交付金実施

要綱に基づき実施された事業、及びバイオ燃料地域利用モデル実証事業実施要綱（平

成19年４月２日付け18農振第1956号事務次官依命通知）に基づき実施されたバイオ

ディーゼル燃料事業又は耕作放棄地活用型バイオディーゼル燃料事業の平成23年度

以降に行う事業の評価等については、本要綱により実施するものとする。

４ 地域バイオマス利活用交付金実施要綱に基づき平成22年度以前に採択された事業、

及びバイオ燃料地域利用モデル実証事業実施要綱に基づき平成22年度以前に採択さ

れたバイオディーゼル燃料事業又は耕作放棄地活用型バイオディーゼル燃料事業の

うち平成23年度以降も継続して実施する事業については、本要綱により実施するも

のとする。

５ ただし、バイオマスの環づくり交付金実施要綱及び地域バイオマス利活用交付金

実施要綱の別表１の事業メニュー「家畜排せつ物利活用施設の整備」により実施さ

れた事業については、従前の例による。

６ 生産環境総合対策事業実施要綱（平成22年４月１日付け21生産第10202号農林水産

事務次官依命通知）の制定に伴い廃止された農業生産地球温暖化総合対策事業実施

要綱（平成20年４月１日付け19生産第9734号農林水産事務次官依命通知）により、

地産地消型バイオディーゼル燃料農業機械利用産地モデル確立事業を実施し、平成2

3年度も継続して事業実施を予定している地区については、耕作放棄地活用型バイオ
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ディーゼル燃料事業の継続地区とみなすものとする。

７ 附則６により実施する地区に係る事業実施期間については、平成21年度に事業を

開始した地区は平成23年度までとする。

８ 附則６により実施する地区に係る事業実施手続及び事業の評価等については、要

綱別紙２の第２及び第５の規定によらず農林水産省生産局長が別に定めるところに

よるものとする。

９ 要綱別表２の２の耕作放棄地活用型バイオディーゼル燃料事業の事業の種類及び

内容については、附則６により実施する地区は（２）及び（３）のみを行うものと

し、これ以外の地区は（１）、（２）並びに（３）の①及び②を行うものとする。

10 附則６により実施する地区については、要綱別表２の２の耕作放棄地活用型バイ

オディーゼル燃料事業の採択要件の２の要件を「事業実施計画中に定める菜種栽培

面積の目標数値の達成が見込まれること。」に、同事業の交付率の（３）の率につい

ては「定額」に、それぞれ読み替えるものとする。

11 バイオ燃料地域利用モデル実証事業実施要綱の 終改正後の要綱別表の２及び３

の事業について、同要綱第４の４の（２）に基づき地方農政局長に提出された平成2

3年度事業実施計画については、本要綱の制定に伴い、本要綱別紙２の第２の４の

（２）に基づき提出されたものと見なす。
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（別紙１）

バイオマス地域利活用交付金

第１ 目標及び個別成果指標の設定

事業実施主体は、取り組むべき課題に応じ、別表１の目標の欄の目標ごとに、別

に定めるところにより、事業終了時に達成すべき具体的な目標を設定する。

また、別に定める事業については、事業実施主体は事業メニューごとに具体的な

個別成果指標を設けるものとする。

第２ 実施等の手続

１ 事業実施計画の作成

（１）都道府県及び市町村（特別区を含む。以下同じ。）を除く事業実施主体は、事業

実施計画を作成し、市町村長（事業実施地区の範囲が複数の市町村の区域に及ぶ

場合にあっては、原則として主たる市町村長とする。以下同じ。）に提出するもの

とする。

ただし、都道府県の区域等を対象とする広域的な事業を行う場合にあっては、

当該事業実施主体は、事業実施計画を都道府県知事に提出できるものとする。

（２）市町村長は、（１）に基づき提出された事業実施計画について、その内容を審査

し、必要な指導及び調整を行うとともに、別に定めるところにより、市町村事業

実施計画を作成し、都道府県知事に提出するものとする。また、自らが事業実施

主体となる場合にあっては、自らの事業実施計画と併せて市町村事業実施計画を

作成し、都道府県知事に提出するものとする。

（３）都道府県知事は、（１）のただし書きの規定により提出された事業実施計画及び

（２）の規定により提出された事業実施計画及び市町村事業実施計画について、

その内容を審査し、必要な指導及び調整を行うとともに、別に定めるところによ

り、都道府県事業実施計画を作成し、地方農政局長（北海道にあっては農林水産

省大臣官房環境バイオマス政策課長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長。

以下「地方農政局長」という。）に提出し、協議するものとする。また、自らが事

業実施主体となる場合にあっては、自らの事業実施計画と併せて都道府県事業実

施計画を作成し、地方農政局長に提出し、協議するものとする。地方農政局長は、

協議を受けた場合には、目標の妥当性、その達成の可能性及び地域提案型事業の

適切性について審査し、必要な指導及び調整を行うものとする。

（４）（１）から（３）までの規定にかかわらず、別に定める事業でバイオマスタウン

構想が公表されている市町村又は別に定める市町村にあっては、事業実施主体か

ら事業実施計画が提出された場合は、その内容を審査し、必要な指導及び調整を

行うとともに、別に定めるところにより、市町村事業実施計画を作成し、都道府

県知事を経由せずに地方農政局長に提出し、協議することができるものとする。
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また、自らが事業実施主体となる場合にあっては、自らの事業実施計画と併せて

市町村事業実施計画を作成し、都道府県知事を経由せずに地方農政局長に提出し、

協議することができるものとする。

この場合にあっては、当該市町村は、都道府県知事に事業実施計画及び市町村

事業実施計画の写しを提出するものとする。また、地方農政局長は、都道府県知

事から事業実施計画及び市町村事業実施計画に関する意見を聴取し、都道府県知

事に必要な協力を求めることができるものとする。

（５）（１）から（４）までの規定にかかわらず、別に定める場合にあっては、市町村

は、事業実施主体から事業実施計画が提出された場合は、その内容を審査し、必

要な指導及び調整を行うとともに、別に定めるところにより、市町村事業実施計

画を作成し、都道府県知事を経由せずに地方農政局長に提出し、協議するものと

する。また、自らが事業実施主体となる場合にあっては、自らの事業実施計画と

併せて市町村事業実施計画を作成し、都道府県知事を経由せずに地方農政局長に

提出し、協議するものとする。

この場合にあっては、当該市町村は、都道府県知事に事業実施計画及び市町村

事業実施計画の写しを提出するものとする。また、地方農政局長は、都道府県知

事から事業実施計画及び市町村事業実施計画に関する意見を聴取し、都道府県知

事に必要な協力を求めることができるものとする。

（６）（１）から（５）までの規定にかかわらず、別に定める場合にあっては、市町村

を除く事業実施主体は、市町村長に事業実施計画を提出するものとする。

（７）（６）の規定により事業実施計画の提出を受けた市町村長は、提出された事業実

施計画について、その内容を審査し、必要な指導及び調整を行うとともに、別に

定めるところにより、市町村事業実施計画を作成し、地方農政局長に提出し、協

議するものとする。

（８）（１）から（５）までの規定にかかわらず、別に定める場合において自らが事業

実施主体となる市町村は、自らの事業実施計画と併せて市町村事業実施計画を作

成し、地方農政局長に提出し、協議するものとする。

（９）地方農政局長は、（４）、（５）、（７）又は（８）の規定により提出された事業

実施計画について、その目標の妥当性、その達成の可能性及び地域提案型事業の

適切性について審査し、必要な指導及び調整を行うものとする。

（10）都道府県以外の者が事業実施主体である場合であって、事業実施地区の範囲が

複数の市町村の区域に及ぶ場合には、事業実施主体は事業実施計画の提出に当た

り、主たる市町村以外の関係する市町村長に当該事業実施計画の写しを提出する

ものとする。

（11）事業実施地区の範囲が複数の都道府県に及ぶ場合には、事業実施主体は事業実

施計画の提出に当たり、主たる都道府県以外の関係する都道府県知事に当該事業

実施計画の写しを提出するものとする。

２ 事業実施計画の変更

本交付金の交付を受けた事業実施主体は、目標の達成に資する場合には、交付金

額の範囲内で、事業実施計画の内容を変更することができるものとする。ただし、
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次に定める場合にあっては、１の手続に準じて事業実施計画の変更について地方農

政局長と協議を行うものとする。

（１）目標又は個別成果指標を追加又は削除、変更する場合

（２）事業実施主体を変更する場合

（３）事業を中止又は廃止する場合

なお、地域提案型事業に関する変更（（１）から（３）の場合を除く。）について

は、１の手続に準じて報告するものとする。

第３ 推進指導等

１ 都道府県段階

都道府県知事は、事業の実施の適切かつ円滑な推進を図るため、都道府県の関係

部局と連携を図るとともに関係機関の密接な連携による推進指導体制の整備を図り、

市町村、農業団体、実需者団体等の協力を得つつ、事業実施についての技術的な助

言、指導その他の所要の援助措置を講ずるものとする。

また、地域の実態に即し、かつ、農業者等の自主性と創意工夫を活かした事業の

効果的な推進が図られるよう、必要に応じて事業の関係者以外の者の意見を聴取す

るともに、事業効果を評価するための推進指導体制を整備するものとする。

２ 市町村段階

市町村長は、事業の効果的かつ適正な推進を図るため、農業団体等関係機関との

密接な連携を図り、事業の実施についての技術的な助言、指導その他所要の援助措

置を講ずるものとする。

３ 農業団体等

農業団体等は、中央及び地方を通じて相互に連絡協調を図りつつ、関係行政機関

の指導の下に、推進指導を行うものとする。

第４ 国の助成措置

１ 国は、毎年度、予算の範囲内において、事業の実施に要する経費を別に定めると

ころにより交付するものとする。

２ 交付金の交付を受けた都道府県知事が市町村に対して交付金を交付する場合には、

この要綱に準じて、市町村の自主性を活かした取組を支援する方法により交付する

よう努めるものとする。

第５ 事業の評価等

１ 事業実施状況等の報告等

（１）都道府県及び市町村を除く事業実施主体は、第２の１（１）に定めるところに

より事業を実施する場合は、事業の実施状況を別に定めるところにより、市町村

長又は都道府県知事に報告するものとする。

（２）市町村長は、（１）の報告を受けた場合は、事業実施後に目標等が達成される見

込みであること及び施工の進捗状況を確認した上で、各年度ごとに、事業の実施

状況を別に定めるところにより都道府県知事に報告するものとする。また、第２
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の１（２）に定めるところにより自らが事業実施主体となる場合は、事業の実施

状況を別に定めるところにより、都道府県知事に報告するものとする。

（３）都道府県知事は、（１）又は（２）の報告を受けた場合及び自らが事業実施主体

である場合は、事業実施後に目標等が達成される見込みであること及び施工の進

捗状況を確認した上で、各年度ごとに、事業の実施状況を別に定めるところによ

り地方農政局長に報告するものとする。

（４）第２の１（４）、（５）又は（６）の規定により事業実施計画を市町村長に提出

した市町村以外の事業実施主体（以下「市町村直接交付対象事業者」という。）は、

別に定めるところにより、事業の実施状況を市町村長に報告するものとする。

（５）第２の１（４）、（５）、（７）又は（８）の規定により事業実施計画及び市町村

事業実施計画を地方農政局長に提出した市町村長（以下「直接交付市町村長」と

いう。）は、（４）の報告を受けた場合及び自らが事業実施主体である場合は、事

業の進捗状況を確認した上で、各年度ごとに、別に定めるところにより、事業の

実施状況を地方農政局長に報告するものとする。

（６）別表１の事業メニュー欄の１（２）の事業については、事業実施主体は事業完

了後の３年間について、毎年度、取組状況を別に定めることにより、第２の１の

手続きに準じて、地方農政局長に報告するものとする。また、別表１の事業メニ

ュー欄の２の事業については、事業実施主体は運用開始後の５年間について、毎

年度、運営管理状況を別に定めるところにより、第２の１の手続に準じて、地方

農政局長に報告するものとする。

２ 事業の評価等

（１）事後評価

目標の達成状況等を別に定めるところにより、次に掲げる方法で事後評価を行

うものとする。

ア 都道府県知事以外の事業実施主体は、第２の１（１）及び（２）に定めるとこ

ろにより事業を実施する場合は、別に定めるところにより、目標の達成状況につ

いて自ら評価を行い、その結果を第２の１の手続に準じて都道府県知事に報告す

るものとする。

イ 都道府県知事は、事業実施主体からの報告を受けた場合には、別に定めるとこ

ろによりその内容を点検評価し、その結果を自らが事業実施主体となる事業の評

価と併せて地方農政局長に報告するものとする。

ウ ア及びイの規定にかかわらず、市町村直接交付対象事業者は、別に定めるとこ

ろにより、評価結果を市町村長へ報告するものとする。

エ 直接交付市町村長は、別に定めるところにより、ウの報告の内容を点検・評価

し、その結果を自らが事業実施主体又は計画主体となる事業の評価と併せて地方

農政局長へ報告するものとする。

オ 地方農政局長は、都道府県知事又は市町村長からの報告を受けた場合には、内

容を点検し、実施状況の報告と併せ、目標の達成度等の評価を行うこととし、必

要に応じこの評価結果を踏まえ、都道府県知事又は市町村長を指導するものとす

る。
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なお、別に定めるところにより、当該評価結果を農林水産省大臣官房環境バイ

オマス政策課長に報告するものとする。

カ 地方農政局長は、事業の評価に必要なその他の事項について、都道府県知事、

市町村長及び事業実施主体に対して報告を求めることができる。

キ 事業評価を行った地方農政局長は、その結果を公表するものとする。

（２）改善計画

ア （１）の事後評価の結果、目標及び個別成果指標が達成されていない事業実施

主体及び計画主体は、その要因及び達成に向けた方策等を内容とする改善計画を

作成し、（１）の手続に準じて提出するものとする。

イ 改善計画の提出を受けた都道府県知事は、自らの所見を付して地方農政局長に

提出するとともに、当該事業実施主体に対して目標及び個別成果指標達成に向け

た指導等の措置を講ずるものとする。

ウ 市町村直接交付対象事業者から改善計画の提出を受けた市町村長は、自らの所

見を付した改善計画を地方農政局長に提出するとともに、当該事業実施主体に対

して目標及び個別成果指標達成に向けた指導等の措置を講ずるものとする。

エ 改善計画の提出を受けた地方農政局長は、特に目標達成が見込まれない事業実

施主体及び改善計画を提出した都道府県知事又は市町村長に対して目標達成に向

けた指導等の措置を講ずるものとする。

（３）本交付金の適正な執行の確保

国は、当該事業の関係者以外の者の意見を聴取しつつ、評価結果をとりまとめ、

次年度以降の適正な事業の執行及び交付金の配分に反映させるものとする。

３ 目標の達成が困難な場合の措置

（１）地方農政局長は、事業実施期間内において、事業の目標の達成が困難であると

認めた場合にあっては、計画の見直し又は中止を命じることができる。

（２）２の結果、都道府県知事、市町村長若しくはその他の事業実施主体の故意、重

大な過失又は未必の故意により、目標が達成されていないと地方農政局長が認め

る場合には、第三者である学識経験者等の意見を聞いた上で、農林水産大臣（以

下「大臣」という。）は交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

その場合、大臣は、交付事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに交付金が

交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

第６ 委任

この実施要綱に定めるもののほか、本交付金の実施に必要な事項は、農林水産省

大臣官房環境バイオマス政策課長が別に定めるものとする。
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（別紙２）

バイオディーゼル燃料事業及び耕作放棄地活用型バイオディーゼル燃

料事業

第１ 事業実施期間

１ 別表２の事業内容のうち、１の（１）及び２の（１）については事業開始年度中

に終了することを原則とする。ただし、事業計画の内容等から、事業実施期間を複

数年度とすることが適当であると認められる場合においては、この限りではない。

第２ 事業実施手続

１ 地域協議会

本事業を実施しようとする者は、別に定めるところにより、地域協議会を設置す

るものとする。

２ 地域計画

（１）地域協議会は、別に定めるところにより、事業終了時に達成すべき具体的な事

業目標を設定した地域計画を作成し、農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課

長（以下「環境バイオマス政策課長」という。）に提出するものとする。ただし、

別表２の２の事業にあっては、地域協議会の事務局が所在する都道府県を所管す

る地方農政局長（北海道にあっては大臣官房環境バイオマス政策課長、沖縄県に

あっては内閣府沖縄総合事務局長。以下同じ。）を経由して環境バイオマス政策課

長に提出するものとする。

（２）環境バイオマス政策課長は、（１）により提出された地域計画を審査の上、別表

２の採択要件に適合し、かつ、本事業を実施させることが適当であると認められ

るときは、当該地域計画を承認してその旨を別表２の１の事業にあっては、地域

協議会に、２の事業にあっては、地方農政局長を経由して地域協議会に通知する

ものとする。

（３）環境バイオマス政策課長は、（２）の承認に当たっては、学識経験者等の意見を

聴取するとともに、関係部局の長に協議するものとする。

３ 地域計画の変更

（１）地域協議会は、別に定めるところにより、地域計画の重要な部分の変更を行お

うとする場合には、地域協議会の事務局が所在する都道府県を所管する地方農政

局長を経由して環境バイオマス政策課長に申請し、その承認を受けるものとする。

（２）環境バイオマス政策課長は、（１）の承認に当たっては、原則として学識経験者

等の意見を聴取するとともに、関係部局の長に協議するものとする。

４ 事業実施計画

（１）事業実施主体は、環境バイオマス政策課長により承認された地域計画に基づき

本事業を実施しなければならない。

（２）事業実施主体は、地域計画の達成のため、別に定めるところにより、毎年度の
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事業実施内容等を定めた事業実施計画を作成し、地域協議会を経由して地方農政

局長に提出しなければならない。

（３）地方農政局長は、（２）により提出された事業実施計画を審査し、必要に応じて

指導及び調整を行った上で、事業実施計画を承認した場合は、地域協議会を経由

して事業実施主体に通知するものとする。

５ 事業実施計画の変更

補助金又は交付金（以下「補助金等」という。）の交付を受けた事業実施主体は、

目標の達成に資する場合には、補助金等の額の範囲内で、事業実施計画の内容を変

更することができる。ただし、別に定める場合にあっては、地域協議会を経由して

地方農政局長に申請し、その承認を受けなければならない。

第３ 事業の実施方針

１ 事業実施主体は、補助金等に係る予算の適正な執行に努めるものとする。

２ 事業実施主体は、可能な限り安価な原料の調達に努めるものとする。

３ 事業実施主体は、石油価格変動等の外部要因に対して、自ら適切に対処するよう

努めるものとする。

第４ 助成

国は、予算の範囲内で、本事業を実施するため必要となる経費について、別に定め

るところにより、事業実施主体に助成するものとする。

第５ 事業の評価等

１ 事業の評価

（１）地域協議会は、毎年度、事業の進ちょく状況、事業終了時に目標が達成される

見込み、原料の調達価格等について自ら評価を行い、その結果を地方農政局長に

報告するものとする。

（２）地方農政局長は、（１）の報告があったときは、事業の進ちょく状況等を確認し

た上で、環境バイオマス政策課長に報告するものとする。

（３）環境バイオマス政策課長は、（２）の報告があったときは、学識経験者等の意見

を聴取しつつ、事業の進ちょく状況等の検証を行うこととし、必要に応じて地域

協議会に対する指導等の措置を講ずるものとする。

２ 改善措置

（１）地域協議会は、１の評価の結果、事業終了時に目標を達成することが困難であ

ると判断する場合には、その要因及び目標の達成に向けた方策等を検討し、地方

農政局長を経由して環境バイオマス政策課長に報告するものとする。

（２）環境バイオマス政策課長は、（１）の報告があったときは、目標の達成に向けて、

地域協議会に対する指導等の措置を講ずるものとする。

３ 適正な執行の確保

国は、１の評価の結果を、次年度以降の適正な事業の執行及び補助金等の配分に

反映させるものとする。
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４ 目標の達成が困難な場合の措置

（１）環境バイオマス政策課長は、事業実施期間内において、２の措置を講じてもな

お目標の達成が困難であると認められる場合には、計画の見直し又は事業の中止

を命じることができる。

（２）環境バイオマス政策課長は、事業実施主体の故意又は重大な過失により、目標

が達成されていないと認められる場合には、学識経験者等の意見を聴取した上で、

事業実施計画の承認の全部又は一部を取り消すことができる。

この場合、環境バイオマス政策課長は、当該取消しに係る部分に関し、既に補

助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

５ 事業終了後の報告

地域協議会は、本事業が終了した年度の翌年度以降、５か年度にわたり、毎年度、

本事業の成果によるバイオ燃料の製造等の状況を、別に定めるところにより、地方

農政局長を経由して環境バイオマス政策課長に報告するものとする。

第６ 推進指導

国は、事業の円滑な推進を図るため、農林水産省本省及び地域協議会の事務局が所

在する都道府県を所管する地方農政局（北海道にあっては大臣官房環境バイオマス政

策課、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局）における推進指導体制を整備すると

ともに、地域協議会の属する都道府県、関係市町村、農業者団体、実需者団体その他

関係機関と密接な連携を図り、本事業の実施についての推進指導に当たるものとする。

第７ その他

本事業の実施に当たっては、この要綱に定めるもののほか、別に定めるところによる。



要綱別表１（要綱第２の１の（２）関係）

目 的 目標 事業メニュー 事業実施主体等 採択要件 交付率

バイオ １ バイオマスの利活用の推進
マスの バイオマスタウ （１）バイオマスタウン構想の策定 市町村 １ バイオマスタウン構想が事 定額
利活用 ン構想へのステッ 支援 業実施期間中に確実に策定さ （１／２以
の推進 プアップ年度 バイオマス資源の総合的利活 れると見込まれること。 内）

用を推進するためのバイオマス ２ バイオマスタウン構想に目
タウン構想策定に必要な事業の 標、効果等が明記されると見
実施 込まれること。

（２）プラットフォームづくり支援
バイオマスタウ ア バイオマスタウン構想実現のた 都道府県、市町村、農 １ バイオマスタウン構想が公 定額

ン構想の実現・実 めの総合的な利活用システムの 林漁業者の組織する団 表されていること （１／２以
践状況 構築支援 体、第３セクター（地 ２ バイオマスタウン構想にバ 内）

バイオマスタウン構想に沿っ 方公共団体が一部を出 イオマス利活用の目標、効果
て市町村が主体的にバイオマス 資している一般社団法 等が明記されていること。
の利活用促進に取り組む場合に、 人又は一般財団法人を ３ 農業等の振興が図られる事
バイオマスの発生から利用まで いう。以下同じ）、消費 業内容であること。
を効率的に循環させるのに必要 生活協同組合、事業協同
な事業の実施 組合、ＮＰＯ法人、食品

事業者、食品廃棄物のリ
イ バイオ燃料の品質分析等への支 サイクルを実施する事業

援 者、バイオマスタウン構
バイオマスタウン構想に沿っ 想を策定した市町村が必

て行われるバイオ燃料製造の取 要と認める法人、地域協
組において、品質を確保するた 議会
めに必要となる事業の実施

ウ 生産製造連携事業計画の作成等
への支援
農林漁業有機資源のバイオ

燃料の原材料としての利用の



促進に関する法律（平成 20 年
法律第 45 号。以下「農林漁業
バイオ燃料法」という。） に
基づく生産製造連携事業計画
の作成等に必要な事業の実施

バイオマスタウ エ バイオマスの利活用高度化検討 都道府県、市町村 １ バイオマスタウン構想が公 定額
ン構想の実現・実 地域による自立的・継続的なバ 表されていること。
践状況（検討成果 イオマスの利活用を進めるために ２ バイオマスタウン構想にバ
の整理・公表） 必要となる全国基準等の整備に向 イオマス利活用の目標、効果

けて実証的検討を実施 等が明記されていること。
３ 検討に活用できるバイオマ
ス施設を有していることまた
は農林漁業バイオ燃料法に基
づく生産製造連携事業計画の
策定を行うこと。

２ バイオマスの利活用に必要な施
設の整備

施設において利 (１）地域モデルの実証 １ バイオマスタウン構想又は 定額
用されるバイオマ 事業計画に定める対象区域の バイオマス利活用の中期的方 （１／２以
スの量と変換後の バイオマスの利活用による農業 針が策定されているか、策定 内（沖縄県
成果物の量 振興、地域の循環型社会構築等 されることが確実と見込まれ は２／３以

のために必要なバイオマス変換 ること。 内、民間事
施設、バイオマス発生施設・利 ２ 地域で発生し、利用可能な 業者は１／
用施設等（これらの附帯施設を バイオマスのうち、１種類以 ３以内（別
含む。）を一体的に整備すること 上のバイオマスについて、バ に示す施設
により、地域における効果的な イオマスタウン構想の公表基 については
バイオマス利活用を図る 準である利活用割合（廃棄物 １ ／ ２ 以

系バイオマス９０％以上また 内）、リー
ア 地域住民参加型 計画主体： は未利用バイオマス４０％以 ス事業者は

市町村 上）に相当するバイオマス量 共同で事業
の利活用が図られ、もって農 を実施する

事業実施主体： 業等の振興が図られること。 バイオマス
市町村、公社、「民間 利活用事業

資金等の活用による公共 者の交付率
施設等の整備等の促進に による）



関する法律」（平成 11 年
法律第 117 号）第２条第
５項の選定事業者（以下
「ＰＦＩ事業者」とい
う。）、地方公共団体及び
地域におけるバイオマス
の利活用に関与している
農林漁業者が組織する団
体が参加する共同事業
体、地方公共団体及び地
域におけるバイオマスの
利活用に関与している民
間事業者が参加する共同
事業体、第３セクター又
はこれらの主体（以下「バ
イオマス利活用事業者」
という。）と共同で事業
を実施するリース事業者
（本交付金の対象施設を
整備し、その施設の賃貸
を行う事業者をいう。以
下同じ。）

イ 民間活力導入型 計画主体：
市町村

事業実施主体：
事業協同組合、消費生

活協同組合、農林漁業者
の組織する団体、民間事
業者又はバイオマス利活
用事業者と共同で事業を
実施するリース事業者

施設における計 (２）新技術等の実証 １ バイオマスタウン構想又は 定額
画値(処理能力と 事業計画に定める対象区域の バイオマス利活用の中期的方 （１／２以
発電（生産）能力） バイオマスの利活用による農業 針が策定されているか、策定 内（沖縄県

振興、地域の循環型社会構築等 されることが確実と見込まれ は２／３以
のために必要な新技術等を活用 ること。 内、民間事



したバイオマス変換施設、バイ ２ バイオマスの利活用を推進 業者は１／
オマス発生施設・利用施設等（こ する新技術等を有する施設を ３以内（別
れらの附帯施設を含む。）をモデ 整備するものであって、もっ に示す施設
ル的に整備する て農業等の振興が図られる については

こと。 １ ／ ２ 以
内）、リー

ア 地域住民参加型 計画主体： ス事業者は
都道府県 共同で事業
市町村 を実施する

バイオマス
事業実施主体： 利活用事業
都道府県、市町村、公 者の交付率

社、ＰＦＩ事業者、地方 による）
公共団体及び地域におけ
るバイオマスの利活用に
関与している農林漁業者
が組織する団体が参加す
る共同事業体、地方公共
団体及び地域におけるバ
イオマスの利活用に関与
している民間事業者が参
加する共同事業体、第３
セクター又はバイオマス
利活用事業者と共同で事
業を実施するリース事業
者

イ 民間活力導入型 計画主体：
都道府県
市町村

事業実施主体：
事業協同組合、消費生

活協同組合、農林漁業者
の組織する団体、民間事
業者又はバイオマス利活
用事業者と共同で事業を
実施するリース事業者



バイオマス利活 （３）事業成果拡大 １ バイオマスタウン構想に 定額
用施設の成果拡大 バイオマス利活用施設の事業 明記された取組を行う施 （１／２以
を表す具体的な数 成果を拡大させ、バイオマスの 設、又は農林水産省バイオ 内（沖縄県
値目標 安定的・継続的利用を図るため マス事業により整備された施 は２／３以

に必要となる施設の増設、改造 設において、施設の増設等に 内、民間事
等を実施する より事業成果の拡大が図られ 業者は１／

ること。 ３以内（別
ア 地域住民参加型 計画主体： に示す施設

都道府県 については
市町村 １ ／ ２ 以

内））
事業実施主体：
都道府県、市町村、公社、
ＰＦＩ事業者、地方公共
団体及び地域におけるバ
イオマスの利活用に関与
している農林漁業者が組
織する団体が参加する共
同事業体、地方公共団体
及び地域におけるバイオ
マスの利活用に関与して
いる民間事業者が参加す
る共同事業体、第３セク
ター

イ 民間活力導入型 計画主体：
都道府県
市町村

事業実施主体：
事業協同組合、消費生

活協同組合、農林漁業者
の組織する団体、民間事
業者



要綱別表２（要綱第２の２の（１）関係）

事業の種類及び内容 事業実施主体 採択要件 交付率

１ バイオディーゼル燃料事業 次に掲げる事項をすべて満たさなければ
（１）施設整備 民間企業 ならない。 （１）定額(1/2以内)

事業目標の達成に必要な次に掲げる施設 農林漁業者の組織する団体 １ 原則として、農村の地域資源等を活用 （２）定額
の整備を行う。 公社 して、国民生活の向上と農村の振興を図
① バイオディーゼル燃料製造施設 第３セクター るとともに、我が国における国産バイオ
② バイオ燃料混合施設 消費生活協同組合 マス輸送用燃料の実用化の可能性を示す
③ バイオ燃料供給施設 事業協同組合 取組であること。
④その他一体的に必要となる施設 地域協議会 ２ 事業実施主体としての適格性があるこ

（２）地域協議会の運営 環境バイオマス政策課長が適 と。
当と認める者 ３ 業務内容及び実施方法が妥当であるこ

と。
４ 関係法令の許認可の解決が見込まれる

こと。

２ 耕作放棄地活用型バイオディーゼル燃料事業 民間事業者 次に掲げる事項をすべて満たさなければ （１）定額(1/2以内)
（１）施設整備 農林漁業者の組織する団体 ならない。 （２）定額

事業目標の達成に必要な次に掲げる施設 公社 １ 原則として、農村の地域資源等を活用 （３）定額（①にあ
の整備を行う。 第３セクター して、国民生活の向上と農村の振興を図 っては10千円/
① バイオディーゼル燃料製造施設 消費生活協同組合 るとともに、我が国における国産バイオ 10aで、500千
② バイオ燃料混合施設 事業協同組合 マス輸送用燃料の実用化の可能性を示す 円を上限とす
③ バイオ燃料供給施設 地域協議会 取組であること。 る。）
④ その他一体的に必要となる施設 環境バイオマス政策課長が適 ２ 事業の最終年度までに耕作放棄地で食

（２）地域協議会の運営 当と認める者 用油脂の原料となる油糧作物を1.0ha以上
（３）調査・実証 栽培し、収穫した油糧作物を製品化、販

① 食用油糧作物の、地域に適した品種選 売することが可能な取り組みであること。
定及び栽培方法確立のための栽培試験 ３ 事業実施主体としての適格性があるこ

② バイオディーゼル燃料品質検査 と。
③ 農業機械に適したバイオディーゼル燃 ４ 業務内容及び実施方法が妥当であるこ

料の製造技術及び品質確保、農業機械 と。
におけるバイオディーゼル燃料の長期 ５ 関係法令の許認可の解決が見込まれる
安定利用技術及び農業機械の省エネル こと。
ギー利用技術に係る調査及び実証


